
別添 ２

地 区 別 評 価 結 果（完了後の評価）

１ 直轄事業

(1) 国有林直轄治山事業

完了後の評価実施地区・

・地区別評価個表

北海道森林管理局 NO,1～78

東 北 森 林 管 理 局 NO,79～109

関 東 森 林 管 理 局 NO,110～165

中 部 森 林 管 理 局 NO,166～214

近畿中国森林管理局 NO,215～239

四 国 森 林 管 理 局 NO,240

九 州 森 林 管 理 局 NO,241～261

(2) 森林環境保全整備事業

完了後の評価実施地区・

・地区別評価個表

北海道森林管理局 NO,1～23

東 北 森 林 管 理 局 NO,24～53

関 東 森 林 管 理 局 NO,54～74

中 部 森 林 管 理 局 NO,75～86

近畿中国森林管理局 NO,87～102

四 国 森 林 管 理 局 NO,103～109

九 州 森 林 管 理 局 NO,110～130

(3) 森林居住環境整備事業

完了後の評価実施地区・

・地区別評価個表

東 北 森 林 管 理 局 NO,1

四 国 森 林 管 理 局 NO,2～4

九 州 森 林 管 理 局 NO,5～10



２ 補助事業

(1) 民有林補助治山事業

完了後の評価実施地区・

・地区別評価個表

北海道 NO,1～3

青森県 NO,4～6

岩手県 NO,7～10

宮城県 NO,11～13

秋田県 NO,14～17

山形県 NO,18～19

福島県 NO,20～23

茨城県 NO,24～26

栃木県 NO,27～30

群馬県 NO,31～34

埼玉県 NO,35～37

千葉県 NO,38～41

東京都 NO,42～44

神奈川県 NO,45～47

新潟県 NO,48～50

富山県 NO,51～53

石川県 NO,54～56

福井県 NO,57～59

山梨県 NO,60～63

長野県 NO,64～67

岐阜県 NO,68～70

静岡県 NO,71～72

愛知県 NO,73～76

三重県 NO,77～79

滋賀県 NO,80～82

京都府 NO,83～85

大阪府 NO,86～88

兵庫県 NO,89～91

奈良県 NO,92～94

和歌山県 NO,95～98



鳥取県 NO,99～102

島根県 NO,103～105

岡山県 NO,106～108

広島県 NO,109～111

山口県 NO,112～114

徳島県 NO,115～117

香川県 NO,118～120

愛媛県 NO,121～124

高知県 NO,125～127

福岡県 NO,128～130

佐賀県 NO,131～133

長崎県 NO,134～137

熊本県 NO,138～139

大分県 NO,140～143

宮崎県 NO,144～147

鹿児島県 NO,148～150

沖縄県 NO,151～153

(2) 森林環境保全整備事業

完了後の評価実施地区・

・地区別評価個表

北海道 NO,1～63

青森県 NO,64～71

岩手県 NO,72～80

宮城県 NO,81～84

秋田県 NO,85～90

山形県 NO,91～98

福島県 NO,99～109

茨城県 NO,110～112

栃木県 NO,113～118

群馬県 NO,119～126

埼玉県 NO,127～131

千葉県 NO,132～135

東京都 NO,136～138

神奈川県 NO,139～145

新潟県 NO,146～161



富山県 NO,162～167

石川県 NO,168～173

福井県 NO,174～177

山梨県 NO,178～183

長野県 NO,184～193

岐阜県 NO,194～208

静岡県 NO,209～217

愛知県 NO,218～220

三重県 NO,221～227

滋賀県 NO,228～231

京都府 NO,232～233

大阪府 NO,234

兵庫県 NO,235～243

奈良県 NO,244～248

和歌山県 NO,249～253

鳥取県 NO,254～256

島根県 NO,257～263

岡山県 NO,264～267

広島県 NO,268～274

山口県 NO,275～280

徳島県 NO,281～287

香川県 NO,288

愛媛県 NO,289～299

高知県 NO,300～308

福岡県 NO,309～312

佐賀県 NO,313～317

長崎県 NO,318～328

熊本県 NO,329～336

大分県 NO,337～342

宮崎県 NO,343～350

鹿児島県 NO,351～364

沖縄県 NO,365～368

(3) 森林居住環境整備事業

完了後の評価実施地区・

・地区別評価個表



北海道 NO,1～5

岩手県 NO,6

宮城県 NO,7～8

秋田県 NO,9～13

山形県 NO,14

福島県 NO,15～16

茨城県 NO,17～19

栃木県 NO,20～21

新潟県 NO,22～24

富山県 NO,25～27

石川県 NO,28

福井県 NO,29～30

長野県 NO,31

岐阜県 NO,32～33

静岡県 NO,34

三重県 NO,35

滋賀県 NO,36～37

京都府 NO,38～41

兵庫県 NO,42～44

奈良県 NO,45

島根県 NO,46

岡山県 NO,47

広島県 NO,48～49

山口県 NO,50～51

愛媛県 NO,52～54

高知県 NO,55～58

福岡県 NO,59

佐賀県 NO,60～61

長崎県 NO,62～64

熊本県 NO,65～68

大分県 NO,69～70

宮崎県 NO,71～75

鹿児島県 NO,76～78

(4) 農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業

完了後の評価実施地区・



・地区別評価個表

宮城県 NO,1

秋田県 NO,2～4

福島県 NO,5～6

群馬県 NO,7

埼玉県 NO,8～9

千葉県 NO,10～11

神奈川県 NO,12～16

新潟県 NO,17～23

富山県 NO,24

石川県 NO,25～32

山梨県 NO,33

長野県 NO,34～35

岐阜県 NO,36

兵庫県 NO,37～38

奈良県 NO,39

和歌山県 NO,40～41

島根県 NO,42～43

岡山県 NO,44～46

広島県 NO,47～48

徳島県 NO,49

愛媛県 NO,50～51

高知県 NO,52～53

福岡県 NO,54

佐賀県 NO,55～56

長崎県 NO,57～58

熊本県 NO,59～60

大分県 NO,61～62

鹿児島県 NO,63～65


